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100 2007年版鋼船規則 及 び 関連検査要領等 に お ける 改 正点の 解説

57． 鋼船規則検査要領 P 編に お ける改正 点の 解説

　　　　　　　　（自動船位保 持設備）

1 ．は じめ に

　2006年 10月 3 日付 達 第62号 〔日本籍船舶用 ）及 び 同 日付

Notice　No．67 （外国籍船舶用） に よ り，鋼船規則検査要領

P 編 の
一・

部 が 改正 され た 。以 下，改正 され た 内容 につ い て

解 説 する。

2 ．改正 の 背景

　自動船位保持設備 （DPS ） に 関す る 規定 は，　 IMO 　MSC

Circ．645に 準拠 した もの で ，　 DPS をA 級，　 B 級及 び C 級の 3

つ に 分類 し，そ れ ぞれ の 分類 毎 に DPS を構成 す る シ ス テ ム

に 関す る要求事項 を ま とめ た もの で あ る 。 船舶 に どの 分類

の DPS を備 える か は，基 木 的 に 任意 で あ る が，唯一
の 位置

保 持設 備 と して DPS を有 す る 海底資源掘削船 に あ っ て は，

最 も厳 しい 要件 で あ るC 級DPS とす る こ とを原則 とす る 旨，

鋼船現則検査 要領 P編 に規定 して い る。

　
一

ノi，世 界 で 稼 動 す る 海 底資源掘削船の デ
ー

タ を調査 し

た 結果 ，卞要 な機器 類 （発電機 ，
ス ラ ス タ，配電盤等） に

対 して の み 冗 長性 の 確保が要 求される B 級 DPS を搭載す る

海底資源掘削船が 多数あ る こ とが 判明 した。

　そ こ で
，
DPS に 使 用 さ れ る 機器 の 信頼性 の 11

’
］亅ヒ及 び E記

調 査結果 に基づ き，現 在 の 海底資源掘削船の 実情 に即 した

規定 となる よ う鋼船規則検査要領 P編 の 規定 を改め る こ と

と し た。

3 ．改正 の 内容

　唯
・
の 位置保持設備 と して 自動船位保持設備 を備 え る海

底資源掘削船 に あ っ て は，自動船 位保持設備 を構成 す る 機

器類 に 冗 長性 を要求 され ない A 級 自動船位 保 持設 備 は 認 め

な い 旨の 規定 とす る 。

58， 海洋汚 染防止 の た め の構造及 び設備規則並 びに関連検査要領 における改正点の解説

　　　　　　　　　　　　　　　　（MARPOL 　73！78 附属書 ID

1 ．は じめ に 3 ．改正 の 内容

　2006年 10月 3 口付 規 則 第 51号及 び 達 第63 号 （円本籍船

舶用）並 び に同 目付 Rule　No，56及 び Notice　No ，68 （外 国 籍

船舶用） に よ り， 海洋汚染防止の た め の 構造及 び 設 備規 則

並 び に 関連検査要領の
一

部が 改正 され た 。 以下 にそ の 内容

につ い て 解説す る 。

2 ．改正 の 背景

　GESAMP （Group　of　Experts　on　the　Scientific　Aspects　of

Materine　Environmental　Protection）に よ る ハ ザードプロ

フ ァ イ ル の 変更 に よ り，有害液体物質の 汚染分類及 び こ れ

を運 送 す る 船 舶 の 船 型 要 件の 見直 しが 行わ れ ，こ の 結果 に

基 づ くMARPOL 　73／78附属 書 IIの 全 面改 正 が，2004年 10

月 開催 され た IMO 第52回海 洋 環 境 保 護 委員 会 （MEPC 　52）

に お い て 採択され た （Rec．MEPC 　118（52））。本改正 は2007

年 1月1 日以 降，建造 日 に かか わ ら ず，すべ て の 有害液体 物

質 ば ら積船 に 対 して 適用され る 。 そ こ で
， 上記条約改了Fに

対応 し，海洋汚染防 ILの ため の 構造及 び設備規則並 び に 同

検査要 領 の
一

部 を改 正 した。

　主 な改正 内容は 以 ドの 通 りで あ る 。 全 般的に 有害液体物

質 の 排 出要 件 等 が 強 化 され て い る 。ま た，1986年 7月 1 日

以降に建造 され た船舶 （新船／IBC コ ードの 適用 を受け る も

の ） と それ よ り前 に建造 さ れ た船舶 （現 存船／BCH コ
ー

ド

の 適用 を受け る もの ）で は，有害液体物質の 排出要件 に つ

い て 差 が あ っ た が
， 今回 の 改正 に よ り， 新船に 対 する 排 出

要件 と も ど も，現存船 に 対す る 排出要件 も引 き．．Eげ られ ，

ス トリ ッ ピ ン グ装置等，一
部の 妛 件 を除 き，そ の 差 が な く

な っ て い る。

　（1＞特定の 有害液体物質 を運送する液化 ガス ば ら積船 に

　　　 つ い て，MARPOL 　73／78附 属 書 II第 11規 則及 び 12

　　　規則 σ）要 件 に適合 して い る と み なす た め の 条件 を規

　　　定 した 。 （規則 1編 1．1．2−2，）

　（2＞有害液体物質の 汚染分類 を，5分類 （A ，B ，　 C ，　 D

　　　及 び III）か ら4分類 （X ，　 Y ，　 Z 及 び OS ） に 変更 し

　　　 た D （規 則 1編 2．1．1（4））

　（3）高粘性 物質の 定義 を以 下 の よ うに改 め た 。 （規則4編

　　　1．2．1（7））
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